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監 査 結 果 報 告 公 表 

新潟県監査基準（令和２年２月25日監査委員決定）に準拠し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１

項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり公表する。 

令和６年４月30日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 小 島 義 徳 

新潟県監査委員 小 島   晋 

新潟県監査委員 樺 澤   尚 

１ 監査の対象 

 地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条第２項に 

規定する事務の執行（以下「財務事務の執行等」という｡)を対象として監査を実施した。 

２ 監査の着眼点（評価項目） 

  監査委員による監査は、財務事務の執行等が法令に適合し、正確で、 少の経費で 大の効果を挙げるよう 

にし、その組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査するものである。 

３ 監査の実施内容 

  財務事務の執行等について、新潟県監査基準に基づき、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確 

認するなどの方法により監査を実施した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

４ 監査の結果 

  財務事務の執行等について、上記のとおり監査した限りにおいて、概ね適正に行われているが、一部におい

て是正又は改善を要する事項等が認められた。 

 

【監査結果の区分（是正又は改善を要する事項等）】 

区　分 内　　容

指摘事項 　明らかに違法又は不当なもの、著しく不経済な行為又は著しい損害が生じているもの　等

注意事項 　是正又は改善を要する事項で、指摘事項までに至らないもの

検討事項
　指摘事項、注意事項に該当しないが、行政行為の経済性・効率性・有効性や行政目標・達
成手段の妥当性等に関して是正、改善の検討を求めるもの

 

 

監査対象所属ごとの監査結果は、次のとおりである。 
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普通会計
(環境局)

対象年度 対象期間

令和６年３月４日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(防災局)

対象年度 対象期間

令和６年２月14日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(福祉保健部)

対象年度 対象期間

令和６年２月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和６年１月19日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月24日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月19日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月30日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

はまぐみ小児療育セン
ター

　適正と認めた。

（指摘事項）
　診療情報提供書（紹介状）を不注意により
紛失したものがあった。
　適正な文書管理を徹底するとともに、個人
情報の取扱いに留意し、再発防止に努められ
たい。

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

　　同　　　上

長岡食肉衛生検査セン
ター

　　同　　　上

　　同　　　上

コロニーにいがた白岩の
里

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項

中央福祉相談センター 　適正と認めた。

保健環境科学研究所 　　同　　　上

　　同　　　上

新発田食肉衛生検査セン
ター

　　同　　　上

放射線監視センター 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

佐渡トキ保護センター 　適正と認めた。

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
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令和６年１月31日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

(産業労働部)

対象年度 対象期間

令和６年１月26日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月６日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和５年12月８日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和６年３月１日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月１日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月10日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月18日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和５年12月20日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和６年２月16日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月27日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項
　個人情報等の取扱いに関する事項

　　同　　　上

工業技術総合研究所素材
応用技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

新潟テクノスクール （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　　同　　　上

工業技術総合研究所中越
技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

工業技術総合研究所上越
技術支援センター

　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　県有財産の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

工業技術総合研究所下越
技術支援センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

工業技術総合研究所県央
技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

醸造試験場 　　同　　　上

　　同　　　上

工業技術総合研究所 　　同　　　上

計量検定所 　適正と認めた。

　　同　　　上

大阪事務所 　　同　　　上

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

新潟学園 （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
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令和５年12月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月15日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

(観光文化スポーツ部)

対象年度 対象期間

令和５年12月21日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月18日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

(農林水産部)

対象年度 対象期間

令和６年１月16日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月16日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月19日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和６年１月19日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月28日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

農業総合研究所食品研究
センター

（指摘事項）
　請負工事に係る一般競争入札に際し、 低
制限価格を設定することなく入札を行い、落
札者を決定していた。
　令和４年９月５日付け監第1979号の農林水
産部長通知に基づく適正な入札を行われたい。

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所園芸研究
センター

　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

農業総合研究所畜産研究
センター

　適正と認めた。

農業総合研究所 　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所作物研究
センター

　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

歴史博物館 　適正と認めた。

　　同　　　上

近代美術館 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

上越テクノスクール 　適正と認めた。

　　同　　　上

魚沼テクノスクール 　　同　　　上
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令和５年12月21日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月27日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月16日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月16日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月７日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和５年12月19日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月14日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月８日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和５年12月27日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月29日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

森林研究所 　適正と認めた。

　　同　　　上

（指摘事項）
　請負工事に係る一般競争入札に際し、 低
制限価格を設定することなく入札を行い、落
札者を決定していた。
　令和４年９月５日付け監第1979号の農林水
産部長通知に基づく適正な入札を行われたい。

水産海洋研究所佐渡水産
技術センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

内水面水産試験場 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　交通事故に関する事項

下越家畜保健衛生所 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

水産海洋研究所 　適正と認めた。

　　同　　　上

農業大学校 （指摘事項）
　職員が事前命令を受けずに時間外労働を行
うとともに、時間外労働に関する労使協定で
定める限度を超えた時間外労働となったため、
管理職員が当該限度を超えないように勤務
記録を付け替えていた。
　労働基準法及び協定の趣旨を十分に認識し、
適切な勤務管理に努められたい。

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

中央家畜保健衛生所 　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所佐渡農業
技術センター

　　同　　　上

　　同　　　上

病害虫防除所 　　同　　　上

農業総合研究所中山間地
農業技術センター

　　同　　　上
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(村上地域振興局)

対象年度 対象期間

令和５年12月11日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

(新発田地域振興局)

対象年度 対象期間

令和６年１月18日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月10日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

(新潟地域振興局)

対象年度 対象期間

令和６年２月６日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

(魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

令和６年１月23日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

(南魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

令和５年12月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

　　同　　　上

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 　　同　　　上

健康福祉部 （注意事項）
　支出に係る帳票等及び証拠書類に関する事項

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

健康福祉部 　適正と認めた。

　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 　　同　　　上

健康福祉部 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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令和５年12月７日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年12月７日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

(十日町地域振興局)

対象年度 対象期間

令和６年２月21日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

(柏崎地域振興局)

対象年度 対象期間

令和５年12月19日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

(糸魚川地域振興局)

対象年度 対象期間

令和６年２月20日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(佐渡地域振興局)

対象年度 対象期間

令和５年12月22日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

健康福祉環境部 　適正と認めた。

　　同　　　上

健康福祉部 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

健康福祉部 　適正と認めた。

（指摘事項）
１　治療受給者証が郵送過程で所在不明とな
　る事案があった。
　　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の
　徹底に努められたい。

２　保管現金の引継ぎがなされていなかった
　ため、当該現金の用途及び出所等が不明と
　なった事案があった。
　　事業終了から通帳解約時までの長年の取
　扱いが著しく不適切であったほか、引継ぎ
　においても内部統制上のリスクが発生した
　ことから、平成19年３月19日付け出第687号
　の出納局管理課長通知に基づいた事務手続
　きを行われたい。

健康福祉部 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

健康福祉環境部 　　同　　　上

児童・障害者相談セン
ター

　　同　　　上
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(教育庁)

対象年度 対象期間

令和６年１月24日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月５日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和６年１月24日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月25日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和６年２月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月31日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月13日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月31日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月14日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月27日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月28日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

新潟商業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟西高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新潟東高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟南高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟江南高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

新潟高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

新潟中央高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

下越教育事務所 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

少年自然の家 　適正と認めた。

　　同　　　上

上越教育事務所 　適正と認めた。

　　同　　　上

中越教育事務所 （注意事項）
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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令和６年２月14日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月21日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月２日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月21日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月14日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月15日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月９日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月26日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月16日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月12日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月１日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月５日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

新発田高等学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

五泉高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

阿賀黎明高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新津南高等学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

白根高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新津高等学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

新津工業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

巻総合高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

豊栄高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟翠江高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項

巻高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新潟向陽高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

 

 

 

 



10 

 

令和６年２月26日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月19日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月１日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月19日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月９日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月８日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月17日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月８日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月16日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月２日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

長岡向陵高等学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　適正と認めた。

長岡高等学校 （注意事項）
　県管理施設の維持管理に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

長岡大手高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

中条高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

阿賀野高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

村上桜ケ丘高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

荒川高等学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

新発田商業高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

村上高等学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　適正と認めた。

新発田南高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

新発田農業高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

西新発田高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上
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令和６年１月18日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月６日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和５年12月27日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月21日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月15日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月26日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月31日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月24日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月27日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月６日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

　　同　　　上

吉田高等学校 （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

　適正と認めた。

　　同　　　上

新潟県央工業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

三条商業高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

三条高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

三条東高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

長岡商業高等学校 （注意事項）
　交通事故に関する事項
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

栃尾高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　歳入の収納に関する事項

長岡農業高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

長岡工業高等学校 　　同　　　上

長岡明徳高等学校 　　同　　　上

（指摘事項）
　自動販売機設置のため行政財産の目的外
使用許可を行ったが、電気料の支払分担契
約を締結しておらず、電気料の調定手続も
行っていなかった。
　財務規則に基づいた事務手続を行われたい。
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令和６年１月29日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月27日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月30日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月10日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月23日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月11日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月４日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月19日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

　　同　　　上

　　同　　　上

八海高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

塩沢商工高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　設計図書（設計書、図面、仕様書等）に関する
事項

国際情報高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

六日町高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

小千谷高等学校 （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　物品の管理に関する事項
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

堀之内高等学校 　　同　　　上

（指摘事項）
　顕微鏡40台の購入について、一般競争入札
であったにもかかわらず、支出負担行為決議
書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、
担当者以外の職員でも予定価格が確認できる
状況となっているものがあった。
　予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処
理を行われたい。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　業務管理に関する事項

加茂高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

加茂農林高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

分水高等学校 　　同　　　上
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令和６年２月６日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月１日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月８日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月８日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月８日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月１日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月11日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月26日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月６日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月15日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和５年12月26日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

高田商業高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

高田南城高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

上越総合技術高等学校 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項

　　同　　　上

高田高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

高田北城高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎工業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

出雲崎高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

松代高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎高等学校 　　同　　　上

十日町高等学校 （指摘事項）
　学校徴収金について、決算時に作成が必要
な自己点検表の作成がなく、監査を実施しな
いまま保護者に決算報告をしているものや決
算報告が遅延しているものがあった。
　昨年度の監査でも同様の注意をしていると
ころであり、新潟県県立学校徴収金会計取扱
要綱等に基づいた事務手続を行うよう職員に
周知、徹底されたい。

　適正と認めた。

十日町総合高等学校 　　同　　　上
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令和６年１月17日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月16日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月27日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月15日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月５日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月27日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月19日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月25日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月12日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月12日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月21日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和５年12月27日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

　　同　　　上

　適正と認めた。

津南中等教育学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　適正と認めた。

直江津中等教育学校 　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎翔洋中等教育学校 　　同　　　上

　　同　　　上

燕中等教育学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　　同　　　上

佐渡高等学校 （注意事項）
　業務管理に関する事項

　適正と認めた。

村上中等教育学校 　　同　　　上

羽茂高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

　　同　　　上

糸魚川高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

糸魚川白嶺高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

有恒高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新井高等学校 　　同　　　上

久比岐高等学校 　　同　　　上
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令和６年１月15日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月４日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月15日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月26日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月11日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月18日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月11日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月19日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月９日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月９日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和５年12月19日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月６日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

　　同　　　上

　　同　　　上

はまなす特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

高田特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

五泉特別支援学校 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

小出特別支援学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新発田竹俣特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

駒林特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

吉川高等特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

村上特別支援学校 　　同　　　上

　適正と認めた。

西蒲高等特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

川西高等特別支援学校 　　同　　　上

長岡聾学校 　　同　　　上

　　同　　　上

江南高等特別支援学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項
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令和６年３月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月20日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月11日 令和４年度 令和５年２月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月11日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

(警察本部)

対象年度 対象期間

令和６年３月12日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月５日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月７日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

（注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新潟西警察署 （注意事項）
　業務管理に関する事項

（指摘事項）
　公務中における職員の交通事故が６件あり、
相手方へ573,441円の損害賠償をしたほか、
公用車の修理費として495,475円支出したも
のがあった。
　県民の交通事故防止を担う警察として、職
員の安全運転の徹底に努められたい。

江南警察署 （注意事項）
　収入事務手続に関する事項

新潟中央警察署 （注意事項）
　業務管理に関する事項

　適正と認めた。

新潟東警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（指摘事項）
　個人情報が記載されている書類を不注意に
より紛失した事案が２件あった。また、相手
先の確認が不十分でファクシミリを誤送信し
た事案があった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹
底に努められたい。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

柏崎特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

　　同　　　上

上越特別支援学校 　　同　　　上

（注意事項）
　個人情報の取扱に関する事項

吉田特別支援学校 　適正と認めた。

東新潟特別支援学校 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

はまぐみ特別支援学校 　適正と認めた。
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令和６年３月６日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月11日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月29日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月11日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年３月１日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月29日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和５年12月25日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和５年12月25日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年１月17日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月８日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年２月２日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

新潟北警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

秋葉警察署 （注意事項）
　業務管理に関する事項

（指摘事項）
　公務中における職員の交通事故が３件あり、
相手方に1,322,436円の損害賠償をしたほか、
公用車の修理費として422,158円支出したもの
があった。
　県民の交通事故防止を担う警察として、職
員の安全運転の徹底に努められたい。

村上警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新発田警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

　適正と認めた。

新潟南警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

西蒲警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　適正と認めた。

五泉警察署 　　同　　　上

　　同　　　上

燕警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　交通事故に関する事項

阿賀野警察署 　適正と認めた。

　　同　　　上

津川警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

三条警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　県有財産の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

 

 



18 

 

令和６年２月20日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月13日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月13日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月30日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年２月５日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月17日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年２月13日 令和４年度 令和４年12月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年11月30日まで

令和６年１月９日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

令和６年３月８日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年１月22日 令和４年度 令和４年11月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年10月31日まで

（注意事項）
　交通事故に関する事項

長岡警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

見附警察署 　適正と認めた。

加茂警察署 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

小出警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

十日町警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　業務管理に関する事項

与板警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

小千谷警察署 　適正と認めた。

（指摘事項）
　個人情報を記載した照会書について、誤っ
た宛先に郵送した事案があった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹
底に努められたい。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

上越警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　県管理施設の維持管理に関する事項

南魚沼警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

柏崎警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項
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令和５年12月20日 令和４年度 令和４年10月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで

令和６年２月14日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

令和６年３月５日 令和４年度 令和５年１月１日から
令和５年３月31日まで

令和５年度 令和５年４月１日から
令和５年12月31日まで

妙高警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

糸魚川警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

佐渡警察署 　適正と認めた。

 

 

 

 

 

 

 


